
3 広報すおう大島平成17年( 2005年)５月号

コンピューターやインターネットの普及などの高度情報通信社会の進展に伴い、大量の情報
がさまざまな形で行政サービスや事業活動などに利用され、私たちの生活に多くの利便をもた
らしています。
しかしその一方で、個人情報が本人の知らない形で収集されたり、利用・提供されることに
対する不安感や、プライバシーなどが侵害される恐れが大きくなっています。
こうしたことから町では、町が保有する個人情報の適正な取り扱いのルールを定めるととも
に、個人の権利利益を保護するため、「周防大島町個人情報保護条例」を制定し、「個人情報の
保護に関する法律」と同じく４月１日から施行されました。
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【問い合わせ先】
企画課広報情報統計班　
蕁７４－１００７

法律および政令の条文等は内閣府国民生活局のホームページからご覧いた

だけます。http://www5.cao.go.jp/seikatsu/kojin/index.html

個人情報は思わぬところで悪用される可能性もあります。
“自分の情報は自分で守る”という意識も必要です。
○個人情報は、気軽にアンケートへ回答することなどを通じて収集
されることもあります。ご自分の個人情報をむやみに提供しないこ
とも大切です。
○悪質な事業者は、個人情報を架空請求等に悪用することもありま
すので、注意が必要です。
○個人情報が思わぬ利用のされ方をして事業者とのトラブルの原因
となることもあります。個人情報を提供するときは利用目的をしっ
かりと確認しておくことが大切です。

事業者が個人情報の適切な保護のための体制をしっかりと
整備しているのかチェックしてみましょう。
□プライバシー・ポリシー（事業者の個人情報に関する考え方や方針）を
公表しているなど、個人情報の保護に取り組む姿勢は示されているで
しょうか。
□個人情報の利用目的は、はっきり示されていますか。
□利用目的に照らして、必要以上の個人情報を求められていませんか。
□会社名や苦情受付窓口などの連絡先はきちんと示されていますか。

個人情報の取扱いに関するトラブルや疑問は？
個人情報に関する苦情は、その事業者に申し出るほかに、地方公共
団体の苦情相談窓口などにご相談できるようになります。地方公共
団体の窓口については、下記ホームページに一覧を掲載しています。

あなたの大切な
個人情報を守るために…

個人情報保護制度って？


